
塗膜有害物含有調査について
対象となる橋梁をはじめとする鋼構造物の塗膜の中に、鉛・クロム・ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等の有害物質が

含有しているかどうかの調査は、現地で塗膜を安全に採取し、提携している専門分析機関で採取した塗膜の中にこれら

の成分が含有しているかどうかの検査を実施します。

現地調査や塗膜採取には橋梁塗装に熟知し、必要な資格を取得した技術者が必要となります。

特定非営利活動法人 鋼構造物塗膜処理等研究会では、これら一連の調査システムをＥＣＯ－ＳＣＯＰ工法®として

商標登録及びＮＥＴＩＳ登録を行い、安全に塗膜採取を実施し調査する工法としての普及活動を行っています。

現地で採取した塗膜は、当研究会と提携する検査機関で分析を実施いたします。

鉛はＪＩＳ－Ｋ５６７４（２０１９）付属書Ａ塗膜中の鉛の定量によるフレーム

原子吸光法、六価クロムはＪＩＳ－Ｋ５６７４（２０１９）付属書Ｂ塗膜中の

クロムの定量によるフレーム原子吸光法により検査を実施します。

またポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は低濃度ＰＣＢ含有廃棄物に関する測定方法

(第５版) 第２章８．塗膜くず(含有量試験)により分析を行います。

対象物の塗膜にどのような有害物質が含有しているかが不明な状態で

塗膜を採取するため、現場には必ず労働安全衛生法による作業主任者

の選任が必要になります。特に鉛・クロムの含有試験では鉛作業主任

者、特定化学物質作業主任者は必ず塗膜の採取時は常駐が必要です。

またＰＣＢ等の取り扱いのためには特別管理産業廃棄物管理責任者が

必要となります。塗膜採取方法は、塗膜片を周囲に飛散させ環境汚染

させることがなく、また作業員にも汚染の心配のない安全な塗膜採取

方法である、ＥＣＯ－ＳＣＯＰ工法®で採取します。

塗膜の採取場所を選定には、その橋梁の現在の塗装履歴だけではなく

過去の塗装履歴や現在の状況、橋梁構造や補修の有無等を総合的に判

断する必要があります。古い橋梁ではどのような塗装が行われている

かは不明な場合もあるため、架設年度や現在の塗膜の劣化状態、架設

環境から判断する場合もあります。現地では膜厚測定や塗膜の層状確

認により最適な塗膜採取場所を選定する必要があるため、総合的に採

取場所を判断できる豊富な経験が必要になります。

ＥＣＯ－ＳＣＯＰ工法®は登録商標です。また画像、文章等の無断転用を禁じます。

ＥＣＯ－ＳＣＯＰ工法®の問い合わせ先

NETIS:HK-160021-VE

【お問合せ先】防食塗装研究所
担当 黒田 仁
〒061-1374 恵庭市恵み野北１丁目4番12号
E-mail info@eco-scop.jp

※お問合せは、メールのみでの対応となります。


